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NO.29  

令和 5 年 2 月 2 日（木）、3 日（金）、4 日（土）の 3 日間、わっくんひろば 2 階の研修室にて 

提供・両方会員予定者研修会が行われました。（研修会参加人数 １日目：11 名、2 日目：9 名、3 日目：

13 名） 

まだコロナ禍のため、マスク着用、消毒、昼食を施設外でとっていただく等、受講者の皆様にご協力い

ただいての開催となりました。講義中も常にマスクの着用をお願いしていたため、始めは、参加者同士コ

ミュニケーションがとりにくい部分もありましたが、講師の先生が、席が隣になった方同士での自己紹介

の時間を作って下さったのをきっかけに、一気に和やかな雰囲気になりました。 

講義中はメモを取ったり、講師の先生の話に深くうなずいたり、「活動の実際」の講義では、質疑応答

が多数ありました。講義全般にわたり、皆様大変熱心に受講していました。 

参加者のアンケートからは「とても勉強になった」という声とともに「自分の子育てにも役立ちそう」、

「自分も早く親子の役に立ちたい」等の言葉が寄せられました。 

 

 

 

わっくん子サポ通信  
 

研修終了後、鶴見区の会員として 5 名（提供会員 2 名・両方会員 3 名）の方が登録して下さいました。

子サポの活動をご理解いただきありがとうございます。 

今後、ご無理のない範囲で長く活動を続けてくださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

令和 4 年度 提供・両方会員予定者研修
会報告 

 
 

令和 5 年度 横浜子育てサポートシステム会員更新のお願い 
 

令和 5年度の更新手続きはお済みでしょうか？ 

オンラインでの更新を推奨しており、横浜子育てサポートシステム会員ページで簡単にお手続き出来

ます。なお「更新登録意向届出書」でも受け付けています。 

※令和 5 年 2 月１日以降に新しく会員登録された方は、今年度（令和 5 年度）の更新手続きは必要ありません。 

※オンラインで更新された方は「更新登録意向届出書」の提出は不要です。 

まだお済みでない方は、期限内に手続きをお願いいたします。        

      オンライン 令和５年３月３１日（金）２１時まで 

更新手続きをされないと、自動的に「退会」となってしまい活動(依頼)ができなくなりますのでご注

意ください。また、退会・休止希望の方はオンラインで手続きできず、「更新登録意向届出書」を提出

していただきます。なお、「更新登録意向届出書」は横浜子育てサポートシステム会員ページにてダウ

ンロードも可能です。 ※お問い合わせは、鶴見区支部まで  ＴＥＬ 045-582-7610  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜子育てサポートシステム鶴見区支部  

〒230-0062 横浜市鶴見区豊岡町 38-4  

横浜市鶴見区地域子育て支援拠点わっくんひろば内 

ＴＥＬ 045-582-7610   ＦＡＸ 045-582-7591 

コーディネーター 蓮見・西川・土井・並木・植森・中島 
 

 

 

 事務局より 
 【全会員さんへ】 

・提供・両方会員募集にご協力ください。 

社会状況の変化に伴い、在宅勤務の為の依頼、保育園への送迎など、依頼が増えてきています。 

お知り合いで、一緒に活動してくださる方を是非ご紹介ください。 

・横浜子育てサポートシステムは、「地域ぐるみでの子育て支援」にご賛同くださった皆様のお気持

ちがあって成立する制度に則った相互援助活動です。ご無理のない活動をお願いいたします。 

 

【利用会員さんへ】 

・令和 5年度より、この「わっくん子サポ通信」の利用会員さんへの郵送がなくなります。 

わっくんひろばのホームページ、「横浜子育てサポートシステム」のページに掲載しますが、 

年に数回の発行となります。発行されましたら、トップページの「お知らせ」に掲載しますので、

是非、ご覧ください。 

・活動内容に変更がありましたら、必ず、事務局にご連絡ください。(同じ提供会員さんにお願いす

る場合でも、事前打合せが必要となります。) 

 

【提供・両方会員さんへ】 

・緊急救命講習は、５年に 1回の受講を推奨しています。未受講の方は、令和 5年年度中の受講を 

お願いします。（この 5年以内に事務局以外で、乳児を対象とした緊急救命講習をお受けになった

方は、事務局へ「緊急救命講習受講済届出書」の提出をお願いいたします) 

利用会員向けの補助金のお知らせ 

〇ひとり親家庭等支援事業助成金 

利用会員がひとり親家庭（児童扶養手当受給世帯）、または生活保護受給世帯または市民税非課税

世帯の場合、横浜市に申請いただくと、利用料（支払った報酬）に対し、子ども一人あたりひと月

最大 24,000円の助成があります。（毎月 10日締め切り） 

問い合わせ 横浜市こども青少年局地域子育て支援課（045-671-4157） 

 

〇施設等利用給付（無償化給付） 

利用会員が給付認定を受けた子どもにて利用した場合に、横浜市に対して無償化分の給付費の請求

をしていただくと、市町村から利用料の給付があります。 

問い合わせ 無償化専用ダイヤル 045-840-6064 

 

※各制度の詳細は横浜市の HPをご覧ください。 

 

 

 


